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研究成果の概要：一般人の態度の法規範および民事紛争システムに対する態度を、実証的な手

法によって明らかにした。具体的に述べると、2005 年に全国の有権者を対象とした、調査を行

った。質問項目は、法規範、法制度に対する態度、それらを規定する社会的態度等について、

質問紙を用いて調査した。さらにサンプルの一部は、日本文化会議が 1976 年に行った調査の追

試に割り当てられた。その結果、過去 30 年における日本人の法に対する態度の変化の有無、お

よび現在のあり方について解明することが出来た。 
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2003 年度 1,100,000 0 1,100,000 
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2006 年度 700,000 0 700,000 
2007 年度 400,000 0 400,000 

   2008 年度 200,000 0 200,000 
総 計 4,300,000 0 4,300,000 
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１．研究開始当初の背景 
 法学の領域では、日本では欧米の国々と比
べて人口あたりの訴訟件数が低いことが知
られている。その原因が法意識に基づくもの
なのか、それとも法制度に基づくものなのか
という問題が、法社会学の分野で長年議論さ
れてきた。 
 まず法意識が原因だとする説では、モビリ
ティーの低い共同体の中での内在的秩序を
維持するため、人びとが外在的な法を嫌う態
度を育んで、それが日本の法文化になったと

する。その代表的な研究として、川島武宜の
『日本人の法意識』（1967、岩波新書）が挙
げられる。 
 一方、法制度が原因だとする説では、日本
の裁判制度が人びとの訴訟利用を妨げる設
計になっているので、訴訟率が低いとする。
たとえば、法曹人口の少なさ、弁護士報酬の
高さなどが阻害要因になっているという。 
 一言に言えば、前者の説は法への心理的距
離を、後者の説は法への社会的・経済的距離
を問題にしているといえよう。 



 ところがこれらの議論の中で、日本人の法
意識を示すために用いられているデータは、
主として川島個人の経験に基づくものにす
ぎない。数少ない実証的な社会調査に基づく
ものとしては、日本文化会議編『現代日本人
の法意識』（1982、第一法規）があるが、そ
の調査が行われてからすでに 30 年以上経っ
ている。そこで本研究のように、現代の日本
人の法意識を体系的かつ実証的に調査する
必要がある。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、日本人の法に対する態度の構造
を実証的に明らかにすることを目的とする。
研究開始当初の背景でも述べたように、従来
の法社会学では、日本人の法意識が重要なテ
ーマとして扱ってきた。 
 ところが今までの研究は、「法意識」の概
念を操作的に定義した実証的データに基づ
くものではなかった。詳しく述べると、まず
第１に、法文化という概念は、法文化という
マクロ・レベルの問題と、人びとの法に対す
る考え方というミクロ・レベルの問題を混同
する多義的な用語だからである。このような
概念を、分析のツールとして用いるのは不適
切である。そのためには「法意識」という曖
昧な概念ではなく、「法に対する態度」とい
う実証的に操作可能な概念を用いる必要が
る。 
 第２に、法制度という制度レベルの問題と、
人びとの法に対する考え方をつなぐ説明が
欠けている。これまでの理論のように法制度
と法意識が対立するという図式自体がモデ
ルとして成り立たない上に、人びとの法に対
する意識・態度が、どのようなプロセスを経
て形成されていくのか明らかでないのであ
る。 
 そこで本研究では、全国の成人を対象とし
た調査を行い、日本人の法に対する態度を総
合的に把握しようとする。とくに法行動に関
する他班のデータと併せて分析することに
より、日本人の法に対する行動と態度につい
て分析する。 
 この調査の主要部分（メイン調査）で取り
上げた要因は、①法知識・法関心 ②法規範
への態度、③法制度への態度、④一般的な社
会的態度、⑤一般的な社会規範の認知、⑥マ
スメディア、⑦パーソナリティ、⑧デモグラ
フィック要因である。これらの要因が、日本
人の法に対する態度に与える影響について
多変量解析を用いて分析する。 
 また一部のサンプル（Ｋ票調査）は、1976
年に日本文化会議が行った一般人の法に関
する態度調査の追試に当て、30 年間を経た人
びとの態度の経年変化を分析する。これらの
ように要因間の構造および経年変化を明ら
かすることによって、日本社会における法規

範の構造が、人びとの法制度に対する利用行
動とどのように関係しているかを解明する。 
 
３．研究の方法 
 調査の方法は、留め置き方式で行った。具
体的には、他班の面接調査の際に、我々の班
の留め置き調査票を調査協力者に渡し、後日
調査員が回収に赴むいた。 
 本班の調査で留め置きとした主たる理由
は、①パーソナリティ尺度を含め、さまざま
な心理測定尺度からなっており、調査員の面
前では回答しにくいこと、②質問数も多く、
かつ尺度も 6件尺度であること、である。 
 母集団は全国成人であり、調査全体のサン
プル数は 25,014 である。サンプリングの方
法は 2段階抽出ランダムサンプルで、抽出地
点は 1,137 地点であり、1地点から 22 名を住
民基本台帳もしくは選挙人名簿で系統抽出
法により抽出した。サンプリングは、2004 年
12 月から 2005 年 1 月にかけて行われた。 
 サンプル数が多いので、質問票は１通りで
はなく、11 バージョン（本稿では質問票の種
類をバージョンと呼ぶことにする）の質問票
を作成した。全体のサンプルが膨大な理由は、
紛争経験者にアタックするためである。上記
11 バージョンのうち 10 バージョン（A票あ
ら J票）が、日本人の法に対する構造を明ら
かにするメイン調査に割り当てられた。残り
の１バージョンが、日本文化会議(1973, 
1982)の追試を目的としたもの（K票調査）で
あり、全サンプルの 11 分の 11 に割当てられ
た。 
 実査は 2005 年 2 月から 3月にかけて行な
われた。回収数（面接、留め置きの両方に回
答した被験者）は 12,408、回収率は 49.60％
である。なお本調査では、ランダム性を厳し
く確保するために、予備サンプルの使用は、
被験者死亡、転居など非常に限定的な場合に
限った。そのため、回収率が 50％未満になっ
たと思われる。 
 
４．研究成果 
(1) メイン調査 
 人びとの法と法制度に対する態度を分析
し、それぞれの項目ごとに因子分析を行った
上で、下位尺度を構成した。構成した尺度は、
次のとおりである。 
 
a.  裁判に対する態度の下位尺度 
 裁判に対する態度の 3つの下位尺度に相当
する項目の平均値を算出した。それぞれ「専
門性への依存」下位尺度得点（平均 2.93，
SD 0.76）、「正義への期待」下位尺度得点（平
均 3.40，SD 0.88），「裁判へのおそれ」下位
尺度得点（平均 4.10，SD 0.97）であった。
内的整合性を検討するために各下位尺度の
α係数を算出したところ、「専門性への依存」



でα=.68，「正義への期待」、α=.67「裁判へ
のおそれ」α=.50 であった。 
 
 b. 弁護士に対する態度の下位尺度 
 弁護士に対する態度の 2つの下位尺度に相
当する項目の平均値を算出した。それぞれ
「弁護士好感度」下位尺度得点（平均 3.95，
SD 0.77）、「弁護士ネガティブ」下位尺度得
点（平均 3.47，SD 0.84）であった。内的整
合性を検討するために各下位尺度のα係数
を算出したところ，「弁護士好感度」でα=.73
「弁護士ネガティブ」α=.32 であった。 
 
c.  法的契約に対する態度の下位尺度 
 法的契約に対する態度の尺度に相当する
項目の平均値を算出した。その結果，「法的
契約に対する態度」尺度得点（平均 2.38，
SD .74）であった。内的整合性を検討するた
めに尺度のα係数を算出したところ，「法的
契約に対する態度」尺度はα=.89 であった。 
 
d.  法に対する態度の下位尺度 
 法に対する態度の 2つの下位尺度に相当す
る項目の平均値を算出した。それぞれ「秩序
維持」下位尺度得点（平均 4.31，SD 0.73）、
「サンクション」下位尺度得点（平均 3.46，
SD 1.05）であった。内的整合性を検討する
ために各下位尺度のα係数を算出したとこ
ろ，「秩序維持」でα=.64、「サンクション」
α=.65 であった。 
 
e. 権利に対する態度の下位尺度 
 権利に対する態度の 3つの下位尺度に相当
する項目の平均値を算出した。それぞれ「権
利の正当性」下位尺度得点（平均 3.97，SD 
0.64），「権利ネガティブ」下位尺度得点（平
均 2.99，SD 0.74）、「円満」下位尺度得点（平
均 4.25，SD 0.80）であった。内的整合性を
検討するために各下位尺度のα係数を算出
したところ、「権利の正当性」でα=.58、「権
利ネガティブ」α=.55，「円満」α=.44 であ
った。 
 
f. 弁護士に交渉を任せるとする行動意図
の重回帰分析の結果 
 最後に、「仮に紛争が起こった際に弁護士
に交渉を任せる」とする行動意図を従属変数、
上記 a.から e.の手続きで作成した 11尺度を
独立変数とした重回帰分析を行った。重決定
係数は有意（R2=0.01, p <.01）であった。
また弁護士好感度（β=0.18, p < .001）、弁
護士ネガティブ度（β=0.08, p <.05）、秩序
維持（β=0.08, p <.05），権利の正当性（β
=0.09, p <.01）、権利ネガティブ（β=-0.09, 
p <.01）が有意であった。したがって、弁護
士に好感を持っているものほど，弁護士に交
渉を任せるとしている。ただしモデルの当て

はまりが必ずしもよくないので、これらの変
数は行動意図に直接影響を与えている程度
は高くないと思いわれる。他のどのような要
因が関与しているかについては，今後の検討
課題としたい． 

 
図１ 弁護士に交渉を任せるとする行動意

図の重回帰分析の結果 

独立変数 B SE B β

(定数) 2.62 0.37
専門性依存 -0.01 0.05 -0.01
正義への期待 -0.07 0.05 -0.06
裁判へのおそれ 0.00 0.03 0.00
弁護士好感度 0.24 0.05 0.18 ***

弁護士ネガティブ度 0.10 0.04 0.08 *

法的契約に対する態度 -0.05 0.05 -0.04
秩序維持 0.11 0.05 0.08 *

サンクション 0.02 0.03 0.02
権利の正当性 0.15 0.05 0.09 **

権利ネガティブ -0.12 0.05 -0.09 **

円満 0.01 0.04 0.01
*** p<0.001　** p<0.01  * p<0.05

 
 
 
(2) K 票調査 
 日本文化会議が行った 1976年調査と、我々
が行った 2005 年調査を a.素朴な道徳感情、
b.融通性、c.厳罰志向の３点について比較し
た。 
a. まず、人びとの素朴な道徳感情について
次のような知見が得られた（図２、図３参照）。 
 
① どちらの調査において、男性よりも女性

の方が素朴な道徳感情が強い。 
② どちらの調査においも、若い人は素朴な

道徳感情が弱いが、年配者では素朴な道
徳感情が強い。 

③ 1976 年調査のときに 20 歳であった者と、
2005年調査のときに50歳代のものとを比
較すると、後者の素朴な道徳感情が大幅
に増加している。 

④ 全体としては、すべての年齢層において
1976年調査よりも2005年調査の方が素朴
な道徳感情が増加している。 

 
図２ 素朴な道徳感情に対する 

年齢別の変化（男性） 

1976 2005 1976 2005 1976 2005 1976 2005 1976 2005
0 26.1 14.0 22.1 7.9 14.1 9.0 12.5 9.9 3.1 10.8
1 26.1 21.1 19.1 21.1 25.9 20.0 18.7 18.6 14.1 12.1
2 20.0 22.8 25.0 18.4 23.5 11.0 12.5 19.3 21.9 16.6
3 13.9 15.8 14.0 25.0 16.5 19.0 18.7 13.7 12.5 17.2
4 6.1 17.5 8.1 13.2 7.1 23.0 10.4 17.4 25.0 16.6
5 5.2 8.8 8.1 6.6 5.9 5.0 14.6 11.8 14.1 17.2
6 2.6 0.0 2.9 7.9 7.1 13.0 12.5 9.3 9.4 9.6

合計
 (%)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

素朴道徳感情
スケール

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代以上

 



d. まとめ 図３ 素朴な道徳感情に対する 
 これらの分析の結果、1976 年調査から日本
文化会議が、将来増加すると予測した「素朴
道徳感情少なく、融通性を好むタイプ」は、
2005 年調査においても少ない。他方、「古い
形の日本型」（日本文化会議 1982）と呼ばれ、
林らが将来減少すると予測していた「素朴道
徳感情が高く、融通性を好み、厳罰志向のあ
るタイプ」が、2005 年調査では一層増加した。
そして 1976 年調査で「最も近代的」と看做
されたが小数派であった「素朴道徳感情が少
なく、厳罰志向がなく、融通性を好まないタ
イプ」は、現在においてもほとんどみられな
いことが明らかとなった。 

年齢別の変化（女性） 

1976 2005 1976 2005 1976 2005 1976 2005 1976 2005
0 13.7 3.6 12.7 3.1 14.6 9.2 3.3 12.2 6.9 4.5
1 24.2 16.4 13.5 13.3 11.4 12.8 15.0 12.2 5.6 8.5
2 24.2 25.5 18.3 21.4 22.0 15.6 20.0 14.9 18.1 11.3
3 14.7 23.6 20.6 16.3 15.4 22.9 10.0 14.9 15.3 16.4
4 16.8 10.9 18.3 23.5 15.4 10.1 20.0 19.6 13.9 20.3
5 2.1 14.5 9.5 13.3 10.6 14.7 13.3 11.5 18.1 22.0
6 4.2 5.5 7.1 9.2 10.6 14.7 18.3 14.9 22.2 16.9

合計
 (%)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

素朴道徳感情
スケール

50歳代 60歳代以上20歳代 30歳代 40歳代

 
b. 融通性 
 規範の融通性にかかわる考え方は、1976 年
調査と 2005年調査ではほとんど変化がない。 

 ① どちらの調査においても、人々は所有権
や契約の内容といった規範の内容につい
ては厳格なものを好む。 

５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） ② 規範を適用する際には、柔軟に融通性を

利かせることを好む者が多い。  
〔雑誌論文〕（計 9 件） ③ どちらの調査においても、年齢や性別に

関係なく、内容は厳格に適用は柔軟にと
いう態度が一様にみられる。 
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Japanese People Towards Law and Court 
Grant-in-Aid for Scientific Research 
For Priority Areas Dispute Resolution 
and Civil Justice in the Legalizing 
Society.  Working Papers, Vol. 2 Pp. 
1-13.  (2008) 査読無  
 

 
c. 厳罰志向 
 さらに厳罰志向について、1976 年調査と
2005 年調査を比較した。その結果、次の 3点
の知見が得られた（図４、図５参照）。 
① 1976 年調査よりも 2005 年調査において、

日本の人びとは刑罰をより厳しくすべき
だと捉えているようである。 

② Yoshiyuki Matsumura, Manako Kinoshita、 
Akira Fujimoto, Hiroko Yamada, 
Masahiro Fujita, & Chihiro Kobayashi. 
"What are the Changes in Attitudes of 
Japanese People Toward the Law and the 
Legal System?  Surveyed in 1971, 1976, 
and 2005." Chiba Journal of Law and 
Politics Vol.22 No. 3 Pp. 112(1) - 
61(52) (2007) 査読無． 

② このような変化には男女差はみられない。 
③ 1976 年調査で 20 歳代であった者と、2005

年調査で 50 歳代である者を比較すると、
どの世代においても厳罰化志向が強くな
っている。 

 
 

図４ 厳罰志向に対する   
③ 木下麻奈子「私たちの法への態度は、ど

のように変わったか」 文部科学省科学
研究費特定領域研究「法化社会における
紛争処理と民事司法」ワーキングペーパ
ー第１集 16 頁－24 頁 (2007) 査読
無 

年齢別の変化（男性） 
 

 
図５ 厳罰志 る 

スケール 1976 2005 1976 2005 1976 2005 1976 2005 1976 2005
0 15.7 8.8 11.8 4.0 4.7 12.2 2.1 5.7 6.3 3.8
1 34.8 12.3 27.9 16.0 22.4 7.1 35.4 15.1 25 14.1
2 26.1 31.6 27.9 20.0 37.6 20.4 22.9 25.2 31.3 35.9
3 14.8 29.8 21.3 38.7 20 24.5 27.1 27.7 29.7 28.8
4 8.7 15.8 10.3 21.3 12.9 33.7 10.4 23.9 7.8 16.7
5 0.0 1.8 0.7 0.0 2.4 2.0 2.1 2.5 0.0 0.6

合計 100.1 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代以上

 
④ Yoshiyuki Matsumura, Akira Fujimoto, 

Manako Kinoshita, Hiroko Yamada, 
Masahiro Fujita, & Chihiro Kobayashi. 
Japanese Attitudes Toward the Law and 
the Legal System: An outline of the 
Research Conducted in 2005. Chiba 
Journal of Law and Politics Vol. 22 No. 
2 Pp. 130(1) - 51(80) (2007) 査読無. 

向に対す
年齢別の変化（女性） 

 
⑤ Yoshiyuki Matsumura, Manako Kinoshita, 

Akira Fujimoto, Hiroko Yamada, 
Masahiro Fujita, & Chihiro Kobayashi  

スケール 1976 2005 1976 2005 1976 2005 1976 2005 1976 2005
0 17.9 3.6 7.9 7.1 8.1 7.4 11.7 8.4 8.3 7.0
1 30.5 25.5 27.8 14.3 29.3 25.9 33.3 17.5 41.7 17.5
2 30.5 29.1 37.3 25.5 31.7 27.8 26.7 31.5 26.4 28.7
3 16.8 18.2 23.8 29.6 21.1 20.4 20.0 26.6 15.3 26.9
4 3.2 21.8 3.2 22.4 8.9 18.5 5.0 15.4 8.3 19.9
5 1.1 1.8 0.0 1.0 0.8 0.0 3.3 0.7 0.0 0.0

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

60歳代以上20歳代 30歳代 40歳代 50歳代



Japanese Attitudes Toward the Law and 
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